
電子申請ご利用の皆様へ 

青森労働局雇用保険電子申請事務センター 

雇用保険被保険者離職証明書を手続きする際のお願い 

 

離職証明書の○15欄及び○16欄には、離職者本人から氏名等の記載を得る（得られない場合はその理由を

記載する）こととされておりますが、次の書類を添付した場合は、当該記載に代えることができます。 

ア）離職証明書の記載内容について離職者本人の確認を得られた場合 

①「離職証明書の記載内容に関する確認書」 

イ）離職証明書の記載内容について離職者本人の確認を得られない場合 

②「被保険者の確認を得られないやむを得ない理由について 

（事業主の疎明書）」 

③社会保険労務士の場合は、（社会保険労務士の疎明書） 

なお、※添付書類の照合省略の認可を受けている事業主、社会保険労務士及び労働保険事務組合に

ついては、上記の確認書及び疎明書の添付を省略できます。ただし、後日確認させていただく場合がありま

すので、書類の取得と保存をお願いします。 

 

※添付書類の照合省略の認可を受けるためには、要件を満たす必要があります。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記の確認書および疎明書は、青森労働局ホームページからダウンロードできます。 

  青森労働局 雇用保険    検索 

https://jsite.mhlw.go.jp/aomori-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/koyou_hoken.html 

① ② ③ 

https://jsite.mhlw.go.jp/aomori-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/koyou_hoken.html

